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１．はじめに
平成1８年度に当監督部管内（関東１
都６県及び山梨県並びに静岡県の富士川
以東）において発生した電気事故につい
て、電気関係報告規則第３条の規定に基
づき、自家用電気工作物の設置者から提
出された電気事故報告をもとに取りまと
めましたので、以下にその概要について
説明します。

２．電気事故報告件数
平成1８年度に発生し、当監督部に報
告のあった自家用電気工作物の電気事故
総件数は表1のとおり１８２件でした。
このうち、一般電気事業者に供給支障
を発生させた事故（波及事故）は１４０
件と、全体の約７７ を占めています。%
一方、人身事故（感電死傷事故及びア
ーク・電気工作物の破損等による死傷事
故）は３１件発生し、３４人の方が被災
し、内２人の方が死亡しました。また、
人身事故が上半期で２３件に達したため、

この時点で保安管理法人等の業界団体に対
し、注意喚起を行いました。
電気火災事故は３件発生しています。
なお、平成１８年度は電気火災と波及事
故にまたがるものが１件、その他（主要電
気工作物の損壊による死傷事故）と波及事
故にまたがるものが１件、ありました。
電気事故を発生場所別に分類したものを
表２に示します。

３．電気事故報告について
平成１６年４月１日付け電気関係報告
規則の改正に伴い、事故報告対象が明確化
にされました。感電・アーク等による死傷
事故については、「死亡又は、病院若しく
は診療所に治療のために入院した場合に限
る。」となり、電気火災事故については、
「工作物にあっては、その半焼以上の場合
に限る。」と報告対象が変更になったこと
に伴い、平成１５年度以前と比べますと、
当該事故件数が減少したものと思われます。

表１ 管内自家用電気事故件数の推移 単位：件（人）

種別 感電・アーク等 電気火災 波及事故 その他 計
年度 に よ る 死 傷

平 ９ ３５（３９） ４ １４２ １２ １９３

平 10 ３８（３９） １１ １４６ ２５ ２２０

平 11 ３０（３０） １２ １６０ ３５ ２３７

平 12 ３４（３８） ２５ ２２０ １１ ２８８

平 13 ４２（４３） ２３ １５９ １５ ２３７

平 14 ３３（３３） ２０ １６１ １５ ２２９

平 15 ３９（４０） ２９ １３９ ９ ２１６

平 1６ １７（１８） ４ １６２ １４ １９７

平 1７ ２０（２１） ４ １２７ １４ １６５

平 1８ ３１（３４） ３ １４０ １０ １８２

（注）１．表の数字は事故件数であって、（ ）内は被害者数である。
２．１回の事故で２以上の事故種類にまたがる場合は、各事故種類毎に計上
したが、合計では重複していない。

３．感電・アーク等による死傷事故には電気工作物の破損等による死傷事故も含む。



表２．平成１８年度自家用電気事故件数総括表 単位：（件）

事故の種類 電気工作物
電気火災 感電死傷 の破損等に 主要電気工 波及事故 事 故 総 件 数

供給支障 よる死傷・ 作物の破損
物損

事故発生場所 有 無 有 無 有 無 有 無 有 有 無 計

発 電 所 １０ ０ １０ １０

変 電 所 ０ ０ ０

架空送電線路
１ ０ １ １特 高 配 電 線 路

０ ０ ０高 圧 配 電 線 路

需 引込線等 １ １ １０５ １０５ ２ １０７
要
設 受変電設備 １ １２ １ １ ３３ ３５ １３ ４８
備
負荷設備 １ １１ ４ ０ １６ １６

合 計 １ ２ ０ ２５ １ ５ ０ １０ １３８ １４０ ４２ １８２

（注）１．「供給支障」欄の「有」は波及事故を伴う事故である。
２．１回の事故で感電及びアークによる事故の２種類にまたがる場合は、各事故種類毎に計上するが、
総件数では重複しない。その他の重複事故も同様である。

４．高圧配電線波及事故
高圧配電線への波及事故は１４０件発
生し、平成1７年度の１２７件から１３
件増加しました。
原因別では、平成1８年度は表３のと
おり、「自然劣化」によるものが平成１
７年度に引き続きまして最も多く４５件、
全体の約３２％を占めました。
以下に主な事故原因別の特徴を紹介し
ます。

(1) 自然劣化
自然劣化による事故は４５件発生し、
平成1７年度の４３件から２件増加しま
した。
このうち、２９件がケーブル本体の劣
化によるもので、自然劣化全体の６４
を占めています。%
その他、 (高圧交流気中負荷開閉PAS
器)の劣化によるものが８件ありました。

(2) 雷
雷による事故は３２件発生し、平成
1７年度の３５件から３件減少しました。
このうち、２７件が の絶縁破壊PAS
による波及事故の発生となっています。

(３) 作業者の過失
作業者の過失による事故は２３件発生
し、平成１７年度の１１件から倍増しま
した。
このうち１１件が引込ケーブルによる
事故で、その殆どが建屋改修等の工事の
際、誤って引込ケーブルを損傷させる事
故となっています。

また、開閉器や断路器の誤投入による
事故も発生しております。

(4)保守不完全
保守不完全による事故は１４件発生し、
平成１７年度の４件から１０件と大きく
増加しました。
このうち４件は の老朽化又は故PAS
障を知りながら、改善を行わず放置し、
波及事故に至ったものです。

(5)鳥獣接触
鳥獣接触による事故は６件発生し、平
成１７年度の９件から４件減少しました。
その全てが、受変電室・キュービクル
の隙間から小動物が侵入し、高圧機器の
充電部に接触して発生したものです。

平成１７年度は作業者の過失が１１件、
保守不完全が４件だったのに対し、平成
１８年度はそれぞれ２３件と１４件に
なっており、人為的な要素が関係する波
及事故が増加しております。
また、次に紹介する感電・アーク等に
よる死傷事故の件数も増加しており、以
前とは異なる事故傾向が見受けられまし
た。

５．波及事故の防止対策
波及事故の要因を分析すると次の６項
目について対策を講じることによって、
８０％以上の事故が防止できることにな
ります。



(1) 高経年ケーブルの取り替え
(2) 付き 等の取り付けGR PAS
(3) 避雷器による機器類の保護
(4) ケーブル埋設位置の表示
(5) 等の計画的な更新PAS
(6) 小動物の侵入対策

６．感電・アーク等による死傷事故
感電死傷事故は平成１８年度に３１件
発生し、平成１７年度の２０件から１１
件増加しております。
被災者は昨年度の２６名から１３名増
え、３４名でした。このうちの２名の方
が死亡しております。
亡くなった２名の方は負荷設備（低圧
箇所）での感電です。
感電死傷事故は、主に受電設備等の点
検、工事及び清掃に伴って発生していま
す。事故の原因別では、被害者の過失に
よるものが１７件と最も多く、次に作業
準備不良が７件、作業方法の不良が５件
となっております。
事故発生場所別では負荷設備での発生
が１５件あり、受変電設備でも１４件の
感電負傷事故が発生しました。
このうち、被害者による過失が負荷設

備で９件発生し、受変電設備では８件発
生しました。
アーク等による死傷事故は６件発生し、
平成１７年度の７件から１件減少しまし
た。被災者は７名です。うち、４件は被
害者の過失によるもので、３件が負荷設
備で発生した事故でした。

７．電気火災事故
電気火災事故は３件発生し、平成１７
年度から１件減少しました。
隠蔽部の低圧配線を釘で留めていた箇
所から出火し、建家が全焼に至った事故
も発生しました。

８．主要電気工作物の破損事故
主要電気工作物の事故については、
１０件発生し、平成１７年度の１３件か
ら３件減少しました。
１０件の内訳は、９件が火力発電所の
タービンやボイラー等での事故であり、
その他の１件が風力発電所の励磁装置の
故障による事故です。

９．おわりに
以上、昨年度提出のあった電気事故報告を基に、その概要を取りまとめましたが、今
後の電気保安業務の参考としていただければ幸いです。
皆様の不断の努力により、一層電気事故が減少することを期待します。
また、人為的な事故を減少させるため、停電時間を確保した上での作業や、充電部が
ある場合には防護措置を施した作業を行っていただく事はもとより、危険予知、作業手
順及び作業方法の徹底等を行い、人身事故撲滅を目指して電気事故防止に努めて頂きま
すようお願いします。


